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　このメールマガジンは、普及事業に関する情報などを、登録された皆様に
無料でお届けするものです。４月になり、新たに普及指導員として配属され
た方もいると思いますが、もし、まわりに登録されていない方がいましたら、
ぜひ登録をお勧めください。
　登録先は、http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.htmlをご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎【　本　号　の　内　容　】◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎ ☆「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライ   ◎
　◎　  ン」を改定しました。－耕種作物全体に対象拡大－　　　　　  ◎
　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」を改
定しました。－耕種作物全体に対象拡大－　　　　　【生産局技術普及課】　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農業生産工程管理（ＧＡＰ）については、国内に様々なＧＡＰが存在す
るとともに、科学的知見や消費者・実需者のニーズを踏まえた取組への対
応も十分に進んでいない状況にあることから、昨年４月に野菜、米、麦を
対象とする共通基盤ガイドラインを策定し、国内のＧＡＰの更なる取組の
拡大と取組内容の高度化を推進してきました。農林水産省では、３月３１
日付けで上記以外の作物及び林産物を対象に追加するためのガイドライン
の改定を行いました。これにより、ガイドラインは耕種作物全体を対象と
したものとなりました。

　また、農業者の方のＧＡＰへの理解を促進するため、普及啓発用のパン
フレットを作成しました。普及指導員や営農指導員等の指導者が農業者に
説明する際の資料とすることを想定して作成したものであり、近く、農政
局を通じて各都道府県に配布することとしておりますので、産地の勉強会
等にご活用ください。

　農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入支援については、協同農業普及事業
の運営指針において、普及指導活動の基本的課題として位置付けています。
ＧＡＰの導入推進にあたって、普及指導員は重要な役割を果たしていると
認識しています。

　普及指導員の皆様におかれましては、本ガイドライン及びパンフレット
をご活用いただき、地域におけるＧＡＰの更なる取組の拡大と取組内容の
高度化に向け、引き続き地域の取組を牽引いただきますよう、よろしくお
願いいたします。
                                                生産局技術普及課長
【主な改定点】
１．対象作物の拡大
　　果樹､茶､飼料作物､その他の作物（食用：大豆等、非食用：花等）、
    きのこを追加（改定前は野菜、米、麦のみ）
２．ガイドラインの対象作物の分類について記載
３．野菜、米、麦の取組事項の追加等
（１）取組事項の追加
    ・堆肥中の外来雑草種子の殺滅
    ・有害鳥獣による被害防止対策
    ・登録品種の種苗の適切な使用
（２）取組事項の修正
    ・購入伝票の保存
　　・種子・苗の購入伝票の保存を追記（改定前は肥料、農薬のみ）

※ガイドラインの本文については以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/index.html
※ＧＡＰ普及啓発用パンフレットは以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/g_torikumi/try.html
※ＧＡＰ関係の情報については以下のページをご覧ください。
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/index.html

※お問い合わせ先
　　農林水産省　生産局　技術普及課（担当：森、森田）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２４３５）

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
※メルマガの配信登録はこちら
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　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html

※バックナンバーはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html

※ＰＤＦ形式のファイルの閲覧について

  メールマガジンに記載したＵＲＬで、一部ＰＤＦ形式のものがあります。
  ＰＤＦファイルをご覧いただくためには農林水産省ホームページ
  ⇒  http://www.maff.go.jp/j/use/link.html
  「３　ＰＤＦファイルについて」をご覧になり、「Get Adobe Reader」
  のボタンでAdobe Readerをダウンロードしてください。
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